
【イクボスメールみえ 第８８号】「高年齢者雇用に関する事業所向けセミナー」の参加者募集

および改正育児・介護休業法対応事業所内研修用ツールをご活用ください！  

このメールは「みえのイクボス同盟」に加盟いただいている皆様に送付しています。 

 

■■■高年齢者雇用に関する事業所向けセミナーのご案内（ハラスメント対策関連法改正

及び高年齢者雇用安定法改正への対応）＜参加者募集中！！＞■■■ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

三重県では、働く意欲のある高年齢者（概ね５５歳以上の方のこと）が能力や経験を活

かし、年齢に関わりなく活躍することができる生涯現役社会を実現するため、三重県を中

心に、県内商工業団体、高齢者福祉団体、自治体等により、「三重県生涯現役促進地域連

携協議会」を令和元年１２月に設立しました。 

今回は、高年齢者を雇用することによるメリットや課題、改正高年齢者雇用安定法への

企業としての対応、職場におけるハラスメント防止などを紹介するセミナーを会場とオン

ラインのハイブリッド方式で開催しますので、事業所の人事労務担当者や経営者の方はぜ

ひ、ご参加ください！  

 

１ 開催日時・会場・申込締切 

（１）開催日時：令和４年７月６日（水）１３時３０分から１５時３０分まで（予定） 

会  場：ユマニテクプラザ３階研修室 300（四日市市鵜の森１丁目４－２８） 

締  切：令和４年６月２８日（火） 

   参加方法：会場に来場、又はオンラインによる参加 

２ 内容 

 第１部 講師による講演（１３時３０分から１５時まで） 

     講演「人生 100 年時代に求められる働きやすい職場づくり」 

     講師 高原社会保険労務士事務所 代表 高原 祥子氏（社会保険労務士） 

      

 第２部 本協議会事務局職員による取組紹介（１５時から１５時３０分まで） 

     紹介内容「高年齢者がいきいきと働くことができる環境づくりに向けて」 

 

３ 対象者 

  三重県内における主に本協議会で設定している重点業種（製造業、観光業、介護・ 

福祉等、卸売業・小売業）の事業所の人事労務担当者や経営者 

※重点業種以外でも、高年齢者雇用に興味のある事業所の方もご参加いただけます。 

 

４ 参加費 無料 

 

５ 申込方法 

  TEL、FAX、e-mailのいずれかにてお申込みください。 

  TEL：059-228-3557 FAX：059-228-3710（受付時間：平日９時～１７時） 

    e-mail：kazu@miekeikyo.jp 

mailto:kazu@miekeikyo.jp


６ お問い合わせ先（受託事業者） 

  三重労使雇用支援機構 担当：中村 

  TEL：059-228-3557（受付時間：平日９時～１７時） 

  ※その他詳細については、以下 URLにてご確認ください。 

三重労使雇用支援機構 HP：http://miekeikyo.jp/ryouritusien.html  

 

【県事務担当】 

  三重県 雇用対策課 

 働き方改革・勤労福祉班 担当：三枝（みえだ） 

 TEL：059-224-2454  FAX：059-224-2455  e-mail：koyou@pref.mie.lg.jp 

 

■■■改正育児・介護休業法対応「男性の育児応援ワークショップ」事業所内研修用ツー

ルをご活用ください！■■■ 

令和４年４月から施行された改正育児・介護休業法において、事業主には、雇用環境整

備、育児休業制度等に関する個別周知・意向確認の措置が義務付けられています。 

 事業主が講じる措置の一つである「育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施」が円

滑に実施されるよう、下記のとおり事業所内研修用ツールを作成しましたので、ぜひご活

用ください。 

 【県ホームページ】https://www.pref.mie.lg.jp/SHOSHIKA/HP/m0329700144.htm 

 

１．男性の育児応援ワークショップについて 

   改正育児・介護休業法に対応した研修として、各事業所の人事・労務担当者等が進

行役となり、育児休業制度の概要や男性の育児参画の意義等に関するレクチャーを行

うほか、育児の当事者や職場メンバーとしての男性育休に対するサポート等について

個人ワークやグループワークを通して考えます。 

２．提供するツール 

  （１）実施手順書 

  （２）進行用スライド資料、配付用スライド資料、研修用ワークシート 

３．活用にあたっての留意事項 

  ・ 県ホームページに掲載してある資料を端末にダウンロードのうえ、ご利用くださ

い。なお、職場の状況に応じて各資料を加工いただくことができます。 

・ 利用にあたっての申請や連絡は不要です。 

・ 営利目的の使用は禁止します。 

 

■■■メールマガジンに関するお問い合わせ■■■  

（アドレスの変更・配信停止等につきましては、下記までご連絡ください。）  

三重県子ども・福祉部 少子化対策課 少子化対策・子ども応援班 

  電話：059-224-2404 FAX：059-224-2270  

  電子メール：shoshika@pref.mie.lg.jp  

mailto:shoshika@pref.mie.lg.jp


みえイクボス同盟ホームページ 

  https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000188787.htm 

バックナンバーはこちら  

 http://www.pref.mie.lg.jp/SHOSHIKA/HP/m0074300049.htm 
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